




















第４次埼玉県広域緑地計画策定支援業務委託

（人）

主任技術者 理事・技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

(1) 計画準備

(2) 素案の修正等見直し

(3) 会議の運営支援

(4) 対外への説明資料作成支援等

(5) 県民コメントの実施

(6) 市町村、関係機関との調整・聞き取り

(7) 計画及び概要版の作成

(8) 報告書作成 

(9) 打合せ（業務着手時）

打合せ（中間）

打合せ（業務完了時）

合計

項目



第４次埼玉県広域緑地計画策定支援業務委託 特記仕様書 

 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、埼玉県委託契約約款に定めるもののほかに、業務委託に関し必

要な事項について定めるものとする。 

 

（業務の目的） 

第２条 埼玉県広域緑地計画は、令和４年３月に第３次計画が策定され、計画期間を策定か

ら５年の令和８年度までとしていたことから、今回の改定に至るものである。 

  本業務では、第４次広域緑地計画策定に向けた調査委託（令和８年３月）にて作成した

素案（以下、「素案」とする）を基に、改めて既存の関連する計画や緑に関する法令、社会

情勢の変化等を踏まえ、ネイチャーポジティブの実現に向けて都市における緑地の保全及

び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するため、第４次埼玉県広域緑地計画として取り

まとめるものである。 

  また、第４次埼玉県広域緑地計画は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第６条に規定

されている「緑の保全及び創出に関する総合的な計画」と都市緑地法第３条の３第１項に

規定された「都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画」を兼ねるものとする。 

 

（対象区域） 

第３条 対象区域は埼玉県全域とする。 

 

（業務内容） 

第４条 委託業務の内容は下記のとおりとする。検討にあたっては、都市緑地法及び都市緑

地法運用指針に準拠するものとする。 

（１）計画準備 

  ・業務実施にあたり、業務実施計画書の作成を行う。 

  ・関係資料の収集整理を行う。 

（２）素案の修正等見直し 

  ・素案の修正等見直しを行う。 

  ・修正等見直しにあたっては、都市緑地法及び都市緑地法運用指針で示されている事項

に準拠する。 

  ・（３）～（６）にて整理した採用と判断した意見等を反映させる。 

  ・評価指標は見直しも検討する。 

  ・検討した施策の実施に必要な現地調査を行う。 

（３）会議の運営支援 

  ・庁内会議等の資料作成、出席者管理、記録作成等を行う。（3回程度） 

（４）対外への説明資料作成支援等 

  ・県環境審議会、県議会への説明資料作成支援を行う。（各 1 回程度） 

（５）県民コメントの実施 

  ・計画改定（案）について、県民コメント制度の実施にあたり資料作成を行うとともに、



県民からの意見の内容とそれに対する県の考え方、回答案について整理する。 

（６）市町村、関係機関との調整・聞き取り 

  ・市町村、関係機関への説明資料作成、説明対応を行う。（説明会 2回程度） 

  ・関係市町村及び関係機関からの意見照会を行い、その結果を取りまとめ、計画に反映

させるための調整・聞き取りを行う。 

（７）計画及び概要版の作成 

  ・計画及び概要版を作成するものとする。 

  ・概要版は 14ページ程度のもの及びＡ４で１枚程度のものを作成する。 

（８）報告書作成 

  ・報告書を作成する。 

（９）打合せ 

  ・打合せは、以下のスケジュールの節目毎を目途に行うものとし、回数は７回を標準と

する。業務に関する打合せ記録の整理は、受注者が行うものとし、打合せ後速やかに提

出するものとする。 

   業務着手時、中間打合せ５回、業務完了時 

 

（スケジュール） 

第５条 本業務におけるスケジュール（案）については、以下のとおりとする。 

   令和８年 ９月～１２月 県環境審議会（諮問） 

       １２月     県民コメント実施 

   令和９年 ２月     県議会常任委員会報告、環境審議会（答申） 

        ３月     知事決裁 

 

（他機関との協議） 

第６条 業務を実施する際に、関係機関との調整や聞取り等が必要となった場合は、監督員

と協議したうえで、受注者が行うものとする。なお、協議に必要な経費は受注者の負担と

する。 

 

（貸与資料） 

第７条 本業務委託において貸与する資料は、下記のとおりとする。 

 ・第４次埼玉県広域緑地計画策定に向けた調査委託（令和８年３月）報告書 

 

（成果品） 

第８条 本業務の成果品は次のとおりとする。 

 ・第４次埼玉県広域緑地計画策定支援業務委託 報告書  ２部及び電子データ 

 

（疑義） 

第９条 受託者は、業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとす

る。 



埼玉県内

埼玉県環境部みどり自然課

積 算 参 考 資 料

委託名： 第4次埼玉県広域緑地計画策定支援業務委託 
委託場所：

　この「積算参考資料」は企画提案の適切かつ迅速な見積に資するため

の資料であり、埼玉県委託契約書第１条にいう契約書ではない。した

がって「積算参考資料」は契約上の拘束力を生じるものではなく、仕様書

等を十分考慮して、企画提案書に記載する内容は、応募者の責任にお

いて定めるものとする。

　なお、この「積算参考資料」の有効期間は、このプレゼンテーションの

実施日までとする。



第４次埼玉県広域緑地計画策定支援業務委託

（人）

主任技術者 理事・技師長 主任技師 技師（A） 技師（B） 技師（C） 技術員

(1) 計画準備 0.5 1.5 2.0 3.0

(2) 素案の修正等見直し 5.0 15 15 15.0

(3) 会議の運営支援 4.5 6.0

(4) 対外への説明資料作成支援等 1.0 2.0 2.0

(5) 県民コメントの実施 1.0 4.0 4.0 2.0

(6) 市町村、関係機関との調整・聞き取り 1.0 7.0 6.0 3.0

(7) 計画及び概要版の作成 0.5 2.0 2.0 2.0

(8) 報告書作成 0.5 1.0 1.0 1.0

(9) 打合せ（業務着手時） 0.5 0.5

打合せ（中間） 2.5 2.5

打合せ（業務完了時） 0.5 0.5

合計 0 0 10.5 0 40.5 40.5 26.0

項目


